
第２回 北九州脳卒中地域連携パス協議会

議事録

日時：2009 年 11 月 19 日（木） 19:00～19:15 
場所：ウェル戸畑 3 階「中ホール」

北九州市戸畑区汐井町１－６ 

出席者（敬称略）

新小文字病院 脳神経外科 金子 陽一

健和会大手町病院 リハビリテーション科 吉川 公正

看護師 鴨崎 治美 
小倉記念病院 脳神経外科 村井 望

北九州総合病院 脳神経外科 西村 茂

北九州市立八幡病院 脳神経外科 越智 章

産業医科大学病院 ソーシャルワーカー 野田 雅美

戸畑共立病院 脳神経外科 辻 武寿

牧山中央病院 内科 山根 堅司

北九州中央病院 リハビリテーション科 奈良 聡一郎

小倉リハビリテーション病院 リハビリテーション科 大野 重雄

北九州安部公園病院 内科 田中 繁

芳野病院 理学療法士 小西 智晴

正和中央病院 リハビリテーション科 浦上 泰成

北九州八幡東病院 理学療法士 山下 太

新生会病院 ソーシャルワーカー 内野 八重

東筑病院 リハビリテーション科 前川 信行

戸畑けんわ病院 リハビリテーション科 二見 哲夫

戸畑リハビリテーション病院 理学療法士 村田 武治

欠席者

九州労災病院 脳血管内科 荒川 修治 
看護師 福田 知佐子

九州労災病院門司メディカルセンター 神経内科 武井 崇展

北九州市立医療センター 脳外科 勝田 俊郎

新小倉病院 脳神経外科 吉開 俊一



済生会八幡総合病院 脳神経外科 岡本 右滋

東和病院、三萩野病院、新日鐡八幡記念病院、九州厚生年金病院については委員未選定

議事内容

１．協議会設立、内容

蜂須賀副委員長から、本協議会設立に至った経緯に関して報告された。本協議会は、福岡県より福岡

県医療連携体制推進事業として各医師会に委託を受け、北九州地域医療連携運営委員会を医師会内に設

けた。この事業の一環として「北九州脳卒中地域連携パス協議会」を設置開催することになった。さら

に北九州市医師会より産業医科大学リハビリテーション医学講座に本事業の委託を受け、北九州脳卒中

地域連携パス協議会として発足した。

2008年4月から脳卒中地域連携パスは診療報酬算定可能となり、急性期から回復期リハ病棟あるいは

かかりつけ医に紹介した場合、急性期病院は地域連携診療計画管理料として９００点の請求が可能であ

る。回復期リハ病棟からかかりつけ医に紹介した場合は、回復期リハ病棟は６００点の請求が可能であ

る。算定条件として以下の項目が挙げられる。

①急性期病院の平均在院日数が１７日以内であること

②急性期病院、回復期リハ病棟はあらかじめ福岡厚生局長に届け出が必要である

③定期的に脳卒中地域連携パス協議会の開催が必要である

北九州脳卒中地域連携パスの診療報酬を算定するにあたり、年３回の協議会を開催し、協議会委員は、

協議会へ参加し、連携パスの運用に関する意見交換、各医療機関へ情報伝達、出席票の管理を行う必要

がある。

２．会則について

以下の会則が提示ならびに説明され、すべて承認された。

北九州脳卒中地域連携パス協議会会則

（名 称）

第 1条 本協議会は、北九州脳卒中地域医療連携パス協議会（以下、協議会）と称する。

（構 成）

第 2条 北九州市および近隣の北九州脳卒中地域医療連携パスに関与する急性期病院・回復期リ

ハビリテーション病院・診療所の医師、医療・福祉専門職種、およびその他の者を以て構成する。



(事 務 局)

第 3条 協議会事務局を産業医科大学リハビリテーション医学講座内に置く。

（目 的）

第 4条 北九州地域医療連携運営委員会の事業の一環として協議会を設置し、北九州市および近

隣の脳卒中医療連携提供体制を構築し，脳卒中急性期から回復期、維持期の在宅医療に至るまで、

切れ目のない適切な医療福祉サービスを提供することを目的とする。

（事業内容）

第 4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

（１） 北九州脳卒中地域連携パスの運用、管理および改訂

（２） 北九州脳卒中地域連携パスに関与する者への普及。啓発、教育に関する活動

（３） 脳卒中に関連する保健・医療・福祉情報の収集ならびに交換

（４） その他、協議会の目的達成上に必要な事項

（委 員）

第５条 協議会委員は、北九州脳卒中地域連携パスに参加する医療および福祉機関を代表して参

加する者をもって組織する。

２ 協議会に、委員の互選により委員長を１名置く。

３ 委員長は必要に応じて、副委員長、幹事を若干名指名して業務を委任することができ

る。

（会 議）

第 6条 協議会は年３回開催する。

２ 委員長または委員が必要と認める時は臨時に開催する。

（補 則）

第７条 この会則に定めるものの他、必要な事項は、協議会において定める。

付 則

この会則は、平成 21 年 11 月 16 日より施行する。

３．役員、委員

本協議会の役員は以下の通りであり、すべて承認された。委員の選定は、未選定の病院、施設がある

ため今後、随時決定していく予定である。



委員長 ： 石束 隆男

北九州医師会副会長、九州労災病院副院長

北九州リハビリテーション支援体制検討委員会委員長

副委員長、事務局代表 ： 蜂須賀 研二

産業医科大学リハビリテーション医学 教授

委員 ： 急性期病院（各病院１名）、回復期病院（各病院１名）、かかりつけ医（２～３名）

福祉施設関係者（数名）

事務局 ： 産業医科大学リハビリテーション医学講座

データ収集、行政対応 ： 北九州地域医療連携運営委員会（北九州市医師会内）

４．改善意見について

・連携パスがカルテのサイズと異なる

⇒今後Ａ４サイズの検討を行う。

・電子カルテ対応、ファイル対応できるか？

⇒ホームページを作成し、ファイルをダウンロードできるように検討する。

さらに電子カルテへの対応できるように検討する。

５．事務局連絡事項

①今後の北九州脳卒中地域連携パス協議会の開催予定

2010 年 1 月 21 日（木）リーガロイヤルホテル

6 月 3 日（木） ウェル戸畑

11月11日 （木） ウェル戸畑

2011 年 1 月 20 日（木） リーガロイヤルホテル

いずれも開催時間は 19 時から 15～30 分の予定である。

②該当する急性期病院（計画管理病院）は九州厚生局指導監査課に申請を行う。

③連携パス使用時にはコピーを北九州医師会へ FAX あるいは郵送する。

文責 産業医科大学リハビリテーション医学講座

小田 太士


